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I;t. しカL き

本稿は r第 9巻第4号J (1985年)の[1 J稿および

「第10巻第 1号J (1986年)の [nJ稿につづく〔 皿〕稿

である.本号は r5.山林経営の展開とその諸事業」に

ついて上梓するものであ るが，[n Jの 「はしがき」に

ものベた事情もあり，その分析は，昭和前期までの第 2

期にとどめさeるをえなかった.なお，文中に資料として

掲上 ・利用した「北炭社有林史(上 ・下)・草稿」は，

[ 1 J稿執筆後の1985年の調査の際に発堀したものであ

る日.この調査については，元 ・北炭造林課長であった

右近啓吾氏(現 ・栄林会常務理事)の御尽力をいただい

た.記して深謝したい.

5. 山林経営の展開とその諸事業

すでに[1Jー 3で、みたように，北炭における土地所有

の形或は r……，以て事業用材の供給を潤沢ならしめ

むと共に価格の牽制する処にあ り」と して，直接的には

その砿山経営にともなう「付帯事業」の一環として開始

されたものであった.しかし これら「付帯事業」は，

明治29年 (1896)に専務に就任した井上角五郎のもと

で，明治30年代になると r……，年々ノ配当率ヲ減少

サセナイ限リ何デモ彼デモスベテ着手シテ事業ノ拡張ヲ

期スルJ (明治39年12月株主総会演説) (傍点有永 ・「北

炭山林史Jp.22) とL、う 方針のもとに，新たに 「副業」

として位置付けられる こと となった.この井上の事業拡

張方針は，すでにのべたように明治40年 (1907) 日露戦
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争後の鉄道国有化による巨額の国家資金(総買収費 3，100

万円，純収益 1，070万円余)の獲得による資金的基礎に裏

付けられたものであった.

このような背景のもとに，明治40年代以後その土地経

営が本格的に開始されるのであるが，その基本方針は，

以下のようなものであった.

「山林ヲ所有シテ伐木シタ跡ヲ其鐙ニ放棄シテ置クノ

ハ，如何ニモ借シク思ハレタカラ植樹ニ着手シタ.ソノ

結果ハナカナカ良好デ，腕大ノ立木ガ沢山ニ生ヒ茂ッテ

ヰル.ソレカラ林間ノ土地デ農耕ニ適スル処ノ、次第二開

墾シテ，ソノ反別モ相当ニ広イ. U~林ノ副産ハ抜ケ白ナ

ク収穫スルコト トシ，会社デ使用スル木材ハ自己デ製造

スノレノデ余リ外カ ラ買ヒ入レナイ・J (向上 p.23)

このような方針のもとに，この期までに獲得した約

2万町歩の巨大所有を基礎とした土地経営が開始さ れ

た.したがって3 その諸事業は，伐採，育林(人工造林・

天然更新)，育苗を中心とする森林経営にとどまらず，

製材，木炭製造，酷酸石灰等の林産加工業を含み，また

治大な農地経営と しても展開した.これらの諸事業は，

森林経営においては育林事業と立木伐採の一部(社用材)，

木炭製造の一部が直営事業叉は直営請負事業として実行

されたが，その農地経営は基本的には小作制(開墾小作

制=寄生地主制経営)によっておこなわれ，初期事業の

労働力基盤をなした.本稿においてはこうした諸事業の

総体を山林経営の展開としてとらえ，その展開過程を主

として戦前期を中心に明らかにする.

1)施業案の編成と施業方針~経営展開の時期区分~

北炭における森林経営の展開は，前稿でみたように，

その土地所有の形成過程における 「植樹地処分」と「起

業条件」 に規定された大面積単純一斉人工造林事業とし

て開始された.しかしこれら初期における造林事業

は，あくまでも土地取得のための起業条件を満すもので

あり，その政策的規制は， 当時の北海道において技術的

に不合理で、あるばかりでなく，実行不可能なものでさえ

あったことはすでtこのベた.また次項にのべるように，

現実にはそれらの事業による人工林の成林率も，微々た

るものであった.

北炭は，その山林経営への着手に当って，明治33年元

山林局長高橋琢也を林業顧問に委嘱し， 39年には林学士

を5名雇用していたのであるが，その森林経営に関する

長期計画としての施業案が最初に編成されたのは大正 7

年 (1918)であった.
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北炭山林史は，この社有林経営の展開を，施業案の編

成にしたがって，以下のように時期区分している.

起業条件実施期 (明治31年~大正 6年)

第 1次施業案期 (大正 7年~昭和9年)

第 2次施業案期 (昭和10年~昭和17年)

単独施業案期 (昭和18年~昭和25年)

第 4次改正森林法期 (昭和26年~昭和32年)

本稿では，この時期区分を考慮に入れつつ，主として

戦前期のその諸事業の展開を次の三期に区分して述べる

ことにする.

第 l期創設期 明治31年 (1898)~大正 6 年 ( 1917)

第 2 期確立展開期大正 7 年 ( 1918)~昭和 9 年(1934)

第 3 期戦時解体期昭和10年(1935)~昭和25年 (1950)

(なお，第3期は次稿)

2)山林経営の展開と諸事業第1期・創設期 (1898

~1917) 

北炭の山林経営は，すでに[n )でみたような政策 (r植

樹地処分」・「起業条件J) と前期的労働諸関係 (r小作規

程」・ 「林内殖民制度J)を基底としてs まず土地所有権

の確立(付与処分)を目的とする植林事業として開始さ

れた.

この事業の資金は 「…・・・3 天然木伐木高 1万尺〆につ

き25銭ないしは30銭を積立てる F造林別途積立金制』 ・・

…」わ (r北炭山林史J p.ll1)によって調達された. この

初期北炭の事業費は r社有林創設以来，造林事業は起

業費により実施され，大正 2年上期まで、継続された.そ

の累計額は 70万4，594円に達するJ (向上 p.37)とされ

ている.

こうした資金をもとに r起業方法書」にもとづき，

明治31年より苗畑開墾，養苗事業が開始され，同34年よ

りは原始林の立木伐採をともないつつ，人工造林事業が

開始されることとなった.

また，向32年には「ノj、作規程」にもとづく ，農耕適地

への小作人(殖民者)の入地が開始され，農地の開発が

開墾小作によって進行する.

しかし，こうした原始林の伐採，植林事業を軸とする

森林経営は，次にみるように明治末期以降の不況のなか

で後返しこれを契機に小作制による農地経営が相対的

独自制をもって展開する こととなる.すな わち rとこ

ろが，明治末期以来の経済界の不振により，石炭の需要

減は停止するところを知らず，これがため大正 2年に至

り，ついに造林は一部山林の継続施業のみにとどめ，伐
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採事業もとりやめとなり，ただ木炭製造のみが細々と行

われた程度で、あったが 4年に入るや山林の施業はまっ

たく中止され， この聞は農地の経営に主力が注がれたの

であったJ (同上 p.23)そして， この森林経営が再び開

始されるのは第 2期の大正 8年以降のことであった.

第 l期の山林経営に関わる諸事業の概要を表5-1に

示す.以下これらの諸事業についてみる.

(1) 森林経営の展開と諸事業

北炭が旧固有未開地処分法によ り明治期末までに確得

した林野は約 2万町歩であった.この森林は r創設当時

における社有林の多くは，千古斧欽を入れぬ原始林であ

って，樹種は針葉樹のトドマツ，エゾマツなど，広葉樹

のナラ，セン，カ ツラ， ヤチダモ，シナノキ，ニレ，イ

タヤ類，カバ類，ホホノキP シコロなどで，以上が入り

混じった，いわゆる針広混交林を形成し，昼なお暗く，

うっそうたる景観を呈した・J (向上 p.133)という状況

であり，前稿に示した 「植樹地」の選定規準「植樹ニ供

スル土地ハ林相ヲ為サス…・・・J (II -p. 33参照)とは，

およそかけ離れた実態で、あった.こ うした当時の北海道

における土地処分の法的制度的形式とその処分の実態の

乗離は，植樹地のみならず牧場，農場処分においても，

常態であった.この社撲かつ粗略な土地処分をめぐ、る制

度的改正の経過についてはすでに前稿でのべたとおりで

ある.

ともあれ，こうした自然条件のもとに r起業方法書」

による植林事業を建前とする森林経営が開始されるので

あるが，その実態はまず原始林の伐採事業として実施さ

れた.以下，このような伐採事業と植林事業を軸とする

諸事業について概説する.

① 伐採事業

北炭山林は，明治31(1898)年に，社有林の貸付を受

けると同時に，雨竜および栗山に伐木所を設置しp 年間

1O~20万石(最高は同40年の24万石)の伐採を実行し，

同42年までに約116万石の伐採をしている.(表 5-1参

照)

この事業は，冬期間の積雪を利用しておこなわれ，そ

の年々の伐採現場に臨時支所をおき，駐在員の監督下に

直営事業として実行されていた.(向上 p.134)この労

働力は，例えば明治39年の雨竜山林においては r・・

同支所内ノ造林並ニ伐木総テノ 事業エハ，殆ンド小作民

ノミニテ充分ニシテ少シク不足スルモ，附近農場ヨリ求

ルヲ故…・・・J (l!-資料 2参照)と三浦報告にあるよう

に，殖民者(小作人)の農閑期労働によっていた.
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その実行方法は，伐採木を雪上で川あるいは沢へ集積

し， 春季融雪をまって「鉄鈎流し」または馬そりによっ

て河川まで運搬したのちパラ流し=散流としておこなわ

れた.(向上)

これ以後の運材は，沼田，北竜山林の場合は，雨竜川

の北竜市街地または雨竜村面白内(現在の札沼線石狩追
あば

分駅付近)に網場を設けて筏に組み， 筏流しで江別川入

口にまで運搬しここで陸揚げして江別木挽場に搬入ま

たは各砿業所に配給した.しかし明治36年に同木挽場

が焼失したのちは，砂川に陸揚げし 鉄道によって岩見

沢木挽場または輪西製材所および各砿業所へ輸送した.

こうした数流~筏流の方法は，同43年の留蔚線の開通に

よって廃止され，37年からは，散流した材を近くに設け

られた網場で水切り，石狩沼田駅まで馬力軌道を敷設し

て運材した.こうした散流一馬力軌道による逮材は大正

5年頃まで続行されたが，その後は山土場から馬そりに

よって駅土場まで搬出するようになった.なお， 30年代

後半には，網場よりの陸揚げに， 蒸気力のウイジチによ

る陵揚設備が使用されるようになった.

「これらの伐木のうち針葉樹の全部と，広葉樹のナラ，

ヤチダモは社用に供したほか，他所へも売却することが

できたが，……(中略).もっと36年以降は，木材の内地

移出，道内各種木材工業および鉄道の発達に伴なって，

雑木の用途も聞け，これらも伐採搬出し，売却あるいは

社有製材所へ供給するようになり，……J(向上 p.133)

30年代後半にはこの事業は，採算ベースにのり，大き

な利益をもたらすものとなり，その後の山林経営の財政

的基盤となった.

なお， この期の社有林よりの伐採材の本社社用材とし

て使用された割合は不明であるが，明治2&年の社用材消

費高が約15万石，大正 3年が約50万石であったことから

推定すると 当初の年間10万~20万石はかなりの比重を し

めていたといえよう.

この立木伐採事業は大正10年までは直営事業として実

施されているが，大正10年以降は， 立木処分，社用材の

請負生産が導入され，同13年には直営事業の大部分は中

止されている. (向上 p.139参照)

② 造 林 事 業

北炭山林の造林事業は r起業方法書」にもとづいて，

貸付処分後の 4年目，明治34年より開始された.この方

法書による造林方法はすでにみたように r針葉樹ハ混

植スルヲ得ス且ツ針葉樹ノ、ー坪ニ付三本J (前稿 p.35参

照)という超密椋(ー町歩9，000本)単純一斉人工造林
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を措定したものであった.

この北炭の初期造林事業は，その対象樹種を信州カラ

マツとして，自家養苗によって実行された.この事業の

実態については，前稿資料にかかげる明治39年の三浦常

雄の「雨竜郡出張取調報告書」に「人工造林法Jr天然

造林法」として詳細に報告されている. (11<資料2>
参照)

ただ，同報告によればその値付本数は，以前は一町歩

4，500本であったが 39年当時はすでに3，000本となって

いた. (1町歩経費 51.05円)

こうした造林方法によって，大正初期までにカラマツ

1，488町歩，植付本数580万本， トドマツ134町歩，植付本

数44万本，の計 1，623町歩，植付本数新植622万本，補植

250万本という人工造林事業が実行された.

また，これも前稿でみたように，北炭の申請によって

36年より，その起業条件に「天然更新」が認められるこ

ととなった.このことにより表 1-5に示すように， 38 

年以降はその人工造林面積は半減することとなった.こ

の「天然更新」法は，前記三浦報告にあるように，土地

を露出する“地がき"による極めて粗略なものであっ

り，その経費は平均一坪一銭，つまり l町歩30円という

ものであった.これに明治44年はトドマツ人工下種やト

ドマツ，エゾマツの補助造林作業が追加されている.こ

の天然更新補助作業の明治44~大正 4 年の 4 年間の 160

町歩を除いて実績は明らかでないが r実際はこれに10

数倍することは断片的記録を総合して推定できるJ (r北

炭山林史Jp.117) とされている.

ともあれ，北炭は資料的に確認できるものとしては，

人工造林約 1，600町歩，天然更新補助作業約160町歩の植

林事業によって，約2万町歩におよぶ林野の所有権を大

正初期に確立したのであった.

なお，この期の人工造林1，623町歩のうち，伐採利用

されたものは293町歩と18%にすぎず， その81% (1，313 

町歩)は明治38・42年の野鼠による大被害をはじめ山火

被害によって大正 6年までに消滅したとされている.

(向上第39表 p.115，第123表 p.264参照)

このことは，当時の北海道における造林の技術水準の

一端を示すものであるが，同時に北炭の初期造林事業そ

のものが，土地取得のための手段にすぎなかったことを

示しているといえよう.明治期における北海道の大地積

処分は大略そうしたものであったことは(1 Jでのべた

ところである.

なお，この野鼠による大被害は rところが，当時，
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天然木では針葉樹および広葉樹ではナラ，ヤチダモ，セ

ン，マカバなどの優良樹種以外は用途がなく，伐採に至

らなかったので，これら利用不能な雑木の目通り付近を

木質部に達するまで環状に剥皮し，樹液の流動を遮断し

て立枯らせる，いわゆる捲枯らしを行なったため，林地

の清掃を施すことができず，そのためエゾヤチネヅミの

繁殖に拍車をかける結果となったJ (向上 p.113~114)

とされるように，当時の材木の市場条件に規定されて造

林地併に「捲枯しJ3)を採用したことによるものであっ

た.これは rその後，雑木の用途も開け，ことに43年

留蔵線の開通によって沼田，北竜山林の雑木利用が促進

され，また40年以降小径木の林地清掃を兼ねて直営製炭

事業を開始したので，地排えに当って捲枯しをする必要

がなくなり，清掃を期すことができるようになった」

(向上)とあるように，その防除対策が栗山，沼田両山

林の木炭製造開始の一つの契機となっている.

③ 育首事業

苗畑・育苗事業は明治32年より開始され，同年栗山お

よび沼田山林内に 5町3反の商畑を成墾した.当初は造

林用の苗木の全量を自給する計画のもとに，大正 9年ま

で総面積35町歩の苗畑をを造成している.

育成苗木は，当初は信州カラマツを主としたが， ドロ

の挿木，ヤマナラシの分根なども実施された.さらに信

州方面からカラマツおよびアカマツの 1年生幼苗を移入

して床替養成などもなされている.また42年には樺太産

カラマツの種子の移入やドイツトウヒの 1年生苗木の床

替養苗，大正初年にはニセアカシヤの播種等も試みられ

ている.しかし，主要樹種はあくまでもカラマツであ

り，大正 3年までに造成された山出し苗約830万本のう

ち98%がカラマツ 4年生苗であった.この事業は大正 4

年以降は中断されるが，この期は全て直傭労働力によっ

て実行された.

④ 木炭製造事業

木炭製造事業は，小径木の積極利用と造林地の野鼠防

除を目的として，明治40年に栗山，沼田， 41年に二岐9

42年に沼ノ端と各山林において開始されている.明治

40~44年の総生産量は表 5-1 に示すように10貫俵で約

65，000俵であった. この事業は大正 4年に全山中止とな

ったがp その後再開され，沼田山林は大正10年まで，沼

ノ端は昭和 2年まで続けられた.

その製造は，栗山，沼田，二岐の各山林においては，

小作人中の希望者に資材の全てを社給し，焼賃をきめた

農民副業としての請負生産であった.しかし，高位の火
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山灰地であった沼ノ端山林では，農耕不能のため小作人

の入地者がなく専門の焼子を入山させ直営事業として実

施した.因みに，同44年の生産量 15，252俵のうち， 52% 

は後者の直営事業によるものであった.(第65表 p.138参

照)

これらの木炭は社用のほか一般に市販し製炭の副産

物としての酸酸石灰をも製造販売している. (同上)

⑤ 製材事業

北炭の製材事業は I付帯事業」の 1っとして明治25

年 2月に本社直営木挽場を江別に設置したことにはじま

る.この製材事業は， [1 Jでみたように同40年の株主総

会において「副業」の 1っとして位置付けられ，輪西製

材工場を設置し，山林経営とは別個の事業として経営さ

れた.これは大正 9年に中央木挽場が本格的直営工場と

して設置されて以来昭和30年代まで続行されている.な

お，これらの外に各自E業所に鉱山用材の木挽所が設置さ

れ，昭和10年代にはその数は16工場にもなった. (向上

p. 246~253参照)

以上のように製材事業は，その山林経営に先行して実

施されたので‘あるが，その事業が実質的に山林経営の一

環として実施されたのは，原木の運材経路および製材工

場の立地からみて，江別フiで挽所，岩見沢木挽所を中心と

する明治40年代初頭までであった.

(2) 殖民者(小作人)の入地経過と出役の状況

① 入地の経過

初期北炭の山林経営においては，その造林事業のため

の労働力確保策として林内殖民制度が採られたこと，お

よびそのもとでの労働力調達機構，労働組織の形成の実

態については， [II J稿でのベた.

この初期北炭の小{乍地の設定と入殖者の募集は，すで

にみたようにまず何よりも，そうした資本による労働力

確保策を契機とするものであった. しかし北炭が旧国

有未開地処分法によって明治31~41年の聞に確保した付

与面積約 2万町のなかには，耕地処分によるもの662町，

表 5-1 第 1期の山林経営の展開とその事業実績

事業 人工造林事業 苗畑事業 天然作更新 小作農地
¥¥  

森 林 補 助 業 木炭
製材

伐採量 人工積造 1同 左 苗墾面畑積開 1床同替左苗 1同出左し苗山 出 量|補植 入戸 地数 1面貸 積付
製造

年度 林面補植

ワ(石) (町)(1，000本) 5.(3田0了)(1，000本) (1 脚本~I (町)(1，000本) (戸) (町)1(10貫俵) (石)
明治32年(1899) 7 28 

33 89.650 11.02 14 54 ワ

34 113..856 46.0 5.16 2，300 261 14 54 ? 

35 117，253 229.0 0.200 1，021 1，104 14 181 ワ

36 112.440 220.0 51 2，980 1J42 ワ 18 183 ワ

37 93，529 216.0 472 1，548 1，423 ワ 19 183 ワ

38 117，574 102.0 8 694 356 ワ 25 198 ワ

39 131J03 118.0 224 0.950 1.548 537 ワ 55 301 ワ

40 239，973 141.0 375 1.05 1，931 763 ワ 89 484 6.211 ワ

41 141，926 110.0 123 1.00 1，787 602 ワ 109 551 14.539 28.630 

42 ワ 136.0 257 1.00 2，252 591 ワ 132 599 18.652 61.989 

43 ワ 110.0 525 1，697 834 ワ 158 647 10.321 32.109 

44 ワ 50.0 295 1.53 143 443 68.40 418 192 732 15.252 32.499 

大正元年(1912) ? 78.0 146 1.01 846 166 63.50 103 230 889 ワ ワ

2 6，843 27.0 10 1J24 67 2 255 1.078 ワ ワ

3 30，125 18.0 29 50 28.33 289 1，173 ワ

4 64，968 310 1.358 ワ

5 9，614 326 1，389 ワ ワ

6 80，409 37.0 385
1 

1，861 ワ ワ

計 1/ い，623.01 肌 129.37 叫ふ41/ 1 / 1 /1  / 1 / 1 / 

注 1) 円ヒ炭山林史~ 23， 24， 38， 41， 63， 64， 65， 77， 112の各表より作成.
2)各年度の数値は切捨てのため，計は必ずしも一致しない.
3) 小作農地は各年度末現在のもの.
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牧場処分によるもの 1，487町を含んでいた.(( 1 )表 3-

1 p.59参照)

したがって，これらの耕地 ・牧場についても，それぞ

れの 「起業条件」によって開墾することが義務付けられ

ていたのである.つまり，この小作人の募集とそれによ

る農地開発は，そうした払下げ政策による契機を同時に

もっていたのであった.

ところで，この期に北炭が付与処分を受けた 5山林の

うち，耕地を含んでいたのは， 沼田 441町をはじめ栗山

103町，北竜118町の 3山林についてであった. (r北炭山

林史」第 5表 p.15参照)

この農地に対する小作人の入地の経過は表5ー 2に掲

げた.このうち沼田，栗山雨山林が明治32年より先行

し，北竜山林は同40年に開始されているが，こ うした各

山林別の経過は 「耕地処分」との関連を示しているとL、

えよう.

②出役の状況

すでに造林事業の項でのべたように，この期の新植事

業は，明治34年の46町をはじめとして，同35~37年は年

間200町規模で，天然更新作業の認められた38年以降43

年までは同 100町で実施されている.この各山林別の内

訳は不明であるが，明治41年までは栗山，沼田の荷山林

において集中的におこなわれていた.

当時の新植地 1町歩当りの必要労働力量を，前記三浦

報告から推定すると，地拾え31人，植付 7.5人，運搬3

人，下刈 7人，捲枯しの手直し10人， 計 58.5人 ・日とな

る.つまり，明治39年当時の 1町歩の新植につき約60

人 ・日を必要と したのである.この数値をもとに，当時

の新植面積を機械的に小作人の入地戸数で割り 1戸当

り年間出役日数を算出すると， 35年は 981人， 36年 733

人， 39年 128人， 40年95人，入地者の急増する45年は20

人となる.

小作人となる条件の 1つは r一家ニ労働ニ湛ュル人

員二人以上」であったが，現実的には，30年代はこうし

た人員の殖民者による出役は量的には不可能であった.

三浦報告は，こうした状況を雨竜山林(後の沼田)の

三つの造林支所について次のよ うに報告している.

「鷹泊支所内ニテ毎年二十五町歩ノ 造林ヲ ナスニハ三

戸ノ 小作民ノミニテハ到底其用ヲナスベクモアラズト難

モ此地他ノ農場 ト接近、ン厨ノレヲ以テ此等ヨリ労働ヲ求メ

居ルモ小作民ヲ使用スルトハ異ナリ労働者ヲ得ル事難ク

辛フジテ事業ヲ償スノレト云フJ(n-<資料 2)>参照)

「ポンニタシベツ支所内ハ労働者=付キ最モ便宜アル
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ノ地ナリ…中略…本願寺農場ト称スル本願寺ニテ貸下ヲ

受ケタル贋大ナノレ土地=入レタノレ小作農場ニ接近シ居リ

加フルニ，自己小作農民五十二戸ノ多キヲ有スノレヲ以テ

労働者不足ノ憂殆ンドアル事無、ン…中略…同支所内ノ造

林並=伐木総テノ事業ニハ殆ンド小作民ノミニテ充分ニ

シテ少シタ不足スルモ，附近農場ヨリ求Jレヲ故ェ不自由

ヲ感ゼズト云フJ (向上)

「シルドルマ ップ支所ハ毎年ノ造林面積三十五町ナル

モ，小作人僅カニ六戸ナノレヲ以テ労働者ノ不足勿論ナリ

ト難モ，同支所ハ他諸農場ト連絡セルノ位置ニアルヲ以

テ，此等農場ヨリ呼集シテ漸ク其用ュ応ズルヲ得ルモ，

到底自己ノ小作民ヲ使用スル如ク便ナル能ハズ，常エ困

難ヲ感ズト云フJ (同上，ただし，この部分は転記ミス

により同資料からは欠落している)

つまり，この三支所のうち，その必要労働力量が殖民

者の出役によって充足されていたのは，ポンニタシベツ

のみであった.しかしこのいずれかの事業現場におい

ても，殖民者の出役がその基幹労働力てあったことが，

窺われよう.また，殖民者の仰jからみても，すでに 1戸

当り 3町歩の開墾を終了 し;農業生産が本格的に開始され

ており，この新植の季節的時期はその農繁期と合致して

いた.したがって，明治40年代前半までは，この義務的

出役は維持されていたといえる.しかし 44年以降の不

況のなかで，新植面積は急減し，他方では入地者は急増

する，といった状況のなかで三浦が「法理上矛盾スル点

アノレカ……J (向上) と指議した前期的 ・封建的諸関係

は，弛緩していくこととなる.こうした諸関係は，大正

初期以降の農地経営の自立化のなかで，寄生地主制下の

半封建的諸関係へと転化していくのであった.

(3) 開墾の進行と農地経営の成立

北炭の農地開発は当初より開墾小作 (n-注(15)参照)

であった.つまり，この開墾は，会社よりの貸付(①旅

費，②農機具代及種子料，③8ヶ月間以内ノ米噌代，(小

作規程7条)および小屋掛料(一戸ニ付 5円)，開墾料

( 1反歩ニ付 3円)の給付(問 8条)はあったものの，

基本的には小作人の負担によってなされたのである.

この開墾小作は，明治32年に制定された r北海道炭

砿鉄道株式会社農業地小作規程J(n<資料4>参照)

によっていた.この北炭の規程の特徴は，それが出役義

務条項をともなっていたことにあるが，このことは同時

にl戸分の貸付面積を 3町歩に制限するとL、う特徴の条

件ともなっていた. (当時の道内の一戸分の標準は，特

定地処分にみられたように5町歩であった)
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この期の小作人 (r殖民者J) の各山林別の入地戸数と

貸付地の推移は表 5-2に示すとおりである.

この入地の開始に当って，北炭は明治32年小作規程と

ともに r小作人募集心得」および「移住地の状況およ

ひ'開墾方法等説明要領」を作成している.この後者の

「説明要領」は r~ヒ炭山林史J (p.160~ 164) に全文が掲

載されている.これは1.位置および地形 2.地味

および気象 3.植物の状況 4. 運輸交通の便否，

5，農余労働の概況 6. 開饗方法および播種 7.移

住民の心得方 8.租税其の他賦課の概況と 8項目にわ

たる詳細なものであり，北炭の事例のみならず当時の北

海道の開墾の実態を知る上で貴重なものである.北炭の

初期の開墾小作の方法および状況を示すために，その 6

項目を次に引用する.

r 6.開墾方法および播種

土地を開墾するには其の土地の草原なると樹林地なる

とを問わず，先ず雑草を取片付けざるべからず.之も取

片付くるには，苅取ると焼払ふとの二法あり.苅取りの

方法は，多少の労働と時日とを要するも，土地の養分を

減耗せざる為，成るべく此の法に拠るを良しとす.然れ

ども熊笹，雑草，剤車車等繁茂し，容易に苅取ること能は

ざるときは，万止むを得ざるにより，降雨の兆候ある頃

を見計ひて放火し，防火後適当の降雨に逢ふ様注意すべ

し.

樹木を伐るには，冬期積雪中之を行ふときは労費を省

くの便利あり.若し雪中伐木を為す能はざるの事情ある

ときは，樹木の疎なる所を撰定し，小樹は之を伐採し，

大樹は地上 2， 3尺の所にて其の皮を剥取り枯死せしむ

の方法に拠るベし.此の如くせば，開墾組付も稲予定の

如く進捗することを得べしと量産も，彼の皮を剥きたる大

樹の枯死するに至る迄は，其の樹葉より滴る雫の為，作

物の幼芽を害せらるるものなれば，馬鈴薯，属豆，玉萄

黍の如き，之が被害の少なきものを撰み作付を為すベ

し.

開墾の方法は土地により同じからず.先ず樹林地にあ

りては唐鍬を用ひて墾成を為さざるべからず.土地を鋤

起するには，及ぶべき丈け深くするを良しとす.叉唐鍬

の如きは，成るべく重きものを用ゆベし.土地を鋤起す

るの利益は，土地とともに雑草の根を深く裁断するが放

に，其の土地に作付を為したる後，雑草の繁生を防き，

且土地の湿潤と乾燥とを適度にするの利益あればなり.

作付の種類は如何なるものと援も適せざるはなし.就
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中馬鈴薯，莱黍，玉萄黍，腕豆，属豆，大豆，小豆，ナ

タネ，大根，南瓜等は最も能く成熟し，開墾初年より相

応の収獲を見ること容易なりとす.

種子は移住者の郷里より携帯すべからず.何となれば

霜害に主主ひ，意外の損失を招きたる実例あればなり.故

に種子は成るべく北海道産の種子を購ひ用ゆベし.

雨竜地方にありては6月上旬に黍，小豆 7月中旬に

ソパ 9月中旬にナタネを播種す・J (r北炭山林史J p. 

162~163) 

以上のような方法と状況のもとに入地が開始されたの

であるが，その年度的進行は小作規程によって次のよう

に定められていた.

「第五条前条配当地ハ左ノ;標準以上エ於テ八ヶ年以

内ニ全部ヲ墾成スベシ

初年目九反歩

二年目 四反五畝歩

三年目四年目五年目六年目七年目各三反歩

八年目 一反五畝歩」

(ll-<資料4>参照)

つまり 1戸当り 3町歩の貸付地は 8年間で開墾す

ることとなっていた.この実際の進行状況については，

三浦報告で r而シテ，小作民出役ノ例ヲ見ルモ，借リ

受ケ面積一戸僅カニ三町ナレパ，昨今ハ殆ンド開墾シ終

リタルヲ以テ……J (向上 p.47) と， 39年当時の鷹泊造

林派出所内の61戸の状況が記されている.

つまり， 36年以降の天然、更新法の採用による造林事業

の粗放化，また植付本数の削減による省力化によって，

小作人の会社事業への義務出役は著しく縮減された.こ

れに比例して，その小作地の開墾は急速に進行していっ

たのであった.

こうした成墾地に対する小作料は，次のように定めら

れていた.

「第十一条小作人ハ成墾地ニ対シ左ノ区分ニ随ヒ其

年十年限リ小作料ヲ納ムベシ

但成墾后三ヶ年間ハ無料トス

四年目 一反歩エ付金三十銭

五年目 " 金五十銭

六年目 " 金七十銭

七年目以降ハ近傍地ヲ参酌シテ適宜之ヲ定ム」

(同上)

以上のような開墾の進行および小作料の収納方法から

みると，この小作地からの小作料収入は，成墾後の鍬下

期間 3年を含めて入地後 4年目から開始され，それが 1
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戸分 3町歩の全てに課されるのは12年目からであった.

しかし 次の経営収支の状況でみるように大正 2年に

は，その小作料収入はすでに 3，000円台に達していた.

明治40年代以降の農地開墾の急速な進行と農地経営の展

開を示すものである.

以上のような開墾の進行と小作料収入の増大は， 明治

末よりの大不況とあいま って ，…… 4年に入るや山

林の施業はまったく中止され，この間は農地の経営に主

力が注がれた……J (，北炭山林史Jp.23)となるのであ

った.つまり，労働力確保を目的と して出発した初期北

炭の開墾小作による農地開墾は，この大正初期に，その

山林経営において相対的に独自性をもっ農地経営 (小作

制大農場)に達したので、あった.

このような状況に対応して，北炭は大正 2年小作規秩

の大改正をおこない本格的な農地経営を開始することと

なる.そして，この農地経営がその山林経営において森

林経営とならぶ経営部門と して確立するのは，水田の造

成投資が開始される大正7年以降のことであった.

なお，この入地した小作人は，前記の「募集心得」に

応募入地したのは栗山および沼田山林のポンニタシベツ

の一部のみで，他は入地者の縁故による呼びょせ，また

は道内の他農場からの転地者であった. (同上 p.152参

照)

(4) 経営収支の状況

社有林創設以来，大正 2年の '111林資金勘定」の設定

による独算制の採用までの陪，造林事業をはじめとする

諸事業の経費は ，天然木伐木高 1尺〆につき25銭 ない

し30銭J (注2参照)の規準 をも って本社の「起業費」

を基礎財源とする 「造林JJIj途積立金制」によってまかな

われた.そ してこの累計額は，大正 2年上期までに70万

4，594円に達していた.(向上 p.37，111参照)

この支出(投資額)の推移を 「北炭社有林史(下)Jの

資料によ って示したのが表 5-3である.

これよりみると，その投資累計額は，37年に11万2千

表 5-2 第 1期の山林別小作農地の貸付実績の経過
単位 :戸，反

区分 莱 山 沼 回 オヒ 竜 岐 幾春別
、、、¥、

戸 数|面積 戸 数 |面積 戸数|面積 戸数|面 積 戸 数 | 面 積 戸 数|面 積年 度

明治32年(1899) 4 153 3 130 7 284 

33 9 363 5 180 14 543 

34 9 363 5 180 14 543 

35 9 363 5 1，453 14 L816 

36 10 383 8 1，453 18 L837 

37 10 383 9 1，453 19 1，837 

38 10 383 15 1.596 25 L980 

39 12 445 32 2.192 11 372 55 3.010 

40 15 550 60 3.275 3 647 11 372 89 4.846 

41 17 609 76 3，888 5 647 11 372 109 5，518 

42 17 609 93 4，244 7 647 14 489 132 5.991 

43 18 641 114 4.589 9 647 17 594 158 6，473 . 

44 18 641 142 5，394 13 647 19 645 192 7.329 

45 18 641 169 6，425 13 647 23 848 7 329 230 8，893 

大正2年(1913) 18 1，115 193 7.584 14 647 23 848 7 591 255 10，787 

3 28 1.115 213 8，486 14 689 23 848 11 591 289 11.731 

4 30 1，115 231 10，341 15 689 23 848 11 591 310 13，586 

5 30 1.115 242 10，492 16 689 23 803 15 591 326 13，893 

6 39 1，619 272 13，676 16 689 24 803 16 591 385 18，618 

注)出所目:'北炭社有林史(下)・草稿」第67表「各山林別農地並小作戸数年度別一覧表」より作成，反以下切捨て.

1)なお，この外に大正5年より入地が開始された追分山林(戸数不明， 201反)および大正 6年よ りの美流戸

(18戸，1，037反)がある.

2)計は上記の戸数，面積を含んでいる.
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円であったが， 38年には20万円台， 41年に30万円台， 42 

年に50万円台， 43年に60万円台に達し3 この最終年度で

ある大正 2年には70万円台に達していた.

なお i北炭山林史」は，この間の経理について iた

だし，そのほかの伐木造材あるいは管理費などの整理

が，どのように行なわれたかは詳らかでな ¥"j(p.37) 

としている.

だがp 同じく「北炭山林史」によれば，明治33年から

39年の 7年間に，伐採された立木は約80万円て、その金額

は13万2，638円であったことが算出される. ([司上第63表，

p. 137)このことは，この聞においては年間約 2万円の

立木伐採にともなう収入があったことを示している.ま

た表によれば， 39年末の累計投資額は26万円余であった

から3 少くともその半額はこうした伐採収入によって初日

ぎなわれていたことが推定される.

表 5-3 明治末期~大正初期の投資の状況

単位:円

年 度 投資額 期末現在高

明治37年(1904) 3.724 116，185 

38 116，746 232，932 

39 32.841 265，774 

40 29.438 295，212 

41 34，706 329.920 

42 197，159 527，080 

43 87444 614，526 

44 31.720 646，247 

45 26，932 693，895 

大正 2(上) 10.698 704.594 

注) i北炭社有林史(下)・草稿」の第77表「社有林普

通財移動調」より作成.

年度投資額は「移動」の項に「増」と表示され

ていた.なお3 大正 2年本社資本金の減額によ

って，この現在高は同年下期には， 426，680円の

減とな り，その評価額(期末現在高)は 277，913

円に減額されている.

こうした伐採事業にともなう利益(立木代+伐出生産

利潤)の増大と小作料(農地々代)の実現によって，大

正 2年以降，この山林経営は独立採算制によって運営さ

れることとなった.

このことについて i北炭山林史」は次のように記し

ているが，その収支の実態に関する統計資料は掲載され

ていない.

「大正 2年下期以降の社有林の経営は，独立採算制に
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よる営業費に切替えられIi'山林資金勘定J なる名称の

独立勘定を設け，立木，小{乍，貸地収入などの財源をも

って，管理，経営に要する諸費用を支弁した上，造林地

とし、う財産を造成し，なおかつ相当の剰余金をあげ，当

社経理面に寄与した.なお当社直営による造搬事業(社

用に供するため出材ずる事業)は別に『伐木資金勘定』

をもって行ない，期末にその収支尻を山林資金勘定の雑

収入に振替整理した・j (傍点有永p 向上 p目 37)

この収支の実績について，前記「北炭社有林史(下)，

草稿」はp その第78表「社有林経営実績表」を掲上し，

大正 2年以降昭和27年までの収支関係資料を明らかにし

ている.この表をもとに，この期の経営収支の実績を示

したのが表 5-4である.

この大正 2年下期の時期は，すでにみたように i造

林はついに一部山林の継続施業のみ」となり「伐採事業

をとりやめ」られ i大正 4年に入るや山林の施業はま

ったく中止され」た大不況期で、あった.そして iただ

木炭製造のみが細々と行なわれj，iこの間は農地の経営

に主力が注がれた」のであった.つまり，こうして大不

況のもとに3 独立採算制による「山林資金勘定」が開始

されたので、ある.

なお，当初のこの「勘定」の計算科目は不明である

が，大正12年の改正によるものが「北炭山林史j (p.38) 

に掲上されている.これによると i伐木資金」勘定の

立木代金は計上されておらず， したがって「伐木益」の

なかには地代(立木代金)が含まれていたと推定され

る.また，同資料によれば「木炭収入」はp この「伐木

資金勘定」に含まれている.表 5-4にみるように，大

正 2 年~6 年の伐木益は計上されていない. しかし，す

でにみたようにこの間も i沼ノ端山林」において専門

の焼子による事業製炭が実行されていたことから，当初

は別勘定になっていたのであろう.つまり，この期の雑

収入は，こうした木炭製造およびこれにともなう瀦酸石

灰の販売代金を主とするものであろう.

大正2年以後5年間の収入に占める，立木代，小作

料，伐木益，その他雑収入の構成比の推移は，同表に示

すとおりであるが，総計約 9万円の収入のうち小作料

42%をはじめ，立木代31%，伐木益 4タd，その他23%の

構成となり，その利益は約2.2万円であった.

ところで，明治年間の山林経営は，本社の「起業費」

を財源として運営されたのであるがp その独自収入の大

半は，すでにみたように明治30年代を通じて年間 2万円

前後の伐採収入(立木代=原始林地代+伐出生産利潤)
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表 5← 4 第 1期の経営収支の実績

単位:円，%

科 目 ¥年度|大正 2年下期| 3 年 4 年 5 年 6 年 計

立 木 代 4，840 3，937 3，629 3，792 11，643 27，841 

作 料 3，171 6，314 7，367 8，143 12，345 37，340 

雑 収 入 619 3，874 2，341 1，437 15，216 お，487

収 入 14.126 13，338 13，373 39，206 88m4 

係 費 6.441 7，194 10，348 12，777 44，685 

事 業 費 5，705 2_048 5，025 3，219 5，771 21，768 

支 出 8.490 12，220 13_568 18_549 66_457 

差 ヲ| 益 5_636 1，118 企 194 20_656 22，218 

雑収入の内伐木益 3，483 3，483 

収 立 木代 56.1 27.9 27.2 28.4 29.7 31.4 
入

小 作 料 36.7 44.7 55.2 60.9 31.5 42.1 に構

占成 伐木益 8.9 3.9 
め

そ の他 7.2 27.4 17.6 10.7 29.9 22.6 る比

注)r北炭社有林史(下)・草稿」第78表「社有林経営収支実績表」より作成.

円以下切拾てのため，収入 ・支出の計は必ずしも一致しない.

であった.これは，大正期の不況期に入ると，直営伐採

事業の縮小，中止により，その利潤収入はほぼ消滅し，

これに代って，農地の小作料収入および立木処分による

立木代金収入と木炭生産収入が90%以上をしめることと

なった.つまり，木炭生産も事業製炭が中心ではあった

が，その収入は基本的には原木代=天然林地代に基礎を

おくものであった.したがって，この期の山林経営は総

じて，こうした森林資源所有 ・半封建的土地所有に基礎

をおく地代取得経営であった.

以上のように，初期北炭の山林経営は，明治40年に造

林事業による資源所有，造成を目的としつつも，それ自

体としては前期的伐出経営とし成立をみるのであるが，

これは大正期の不況下にあって，その土地所有・立木所

有を基盤とする寄生的地代経営と急速に傾斜していった

のである.とりわけ，この時期にその主要収入源となっ

た小作制農場経営は，初期の前期的な労働力確保策とし

ての基盤から，こうした独自の経営基盤をもつものとし

て自らを確立しこれ以後，昭和初期までの山林経営の

重要な一環を形成することとなった.それは，同時に資

本による前期的経営と して出発した北炭の山林経営が，

その森林経営において基底に半封建的諸関係をもっ地主

育林経営へと転化したことを意味するものであった.
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3) 第 2 期・山林経営の確立~展開期(1918~1934)

北炭の山林経営は rこの期に入ると，山林の大部分

は法に定める起業条件を完全に施行し，当社の所有権が

確立されたため，従来とは面目を一新して，会社独自の

技術による施業を実行することが可能となり，加えて会

社経理面の好転も手伝って，そのような長期計画を樹立

しうる体制を築き上げたのであった」北炭山林史 p.28)

とし，この期を「山林経営の本格化」の時期であったと

している.そして，この期においてその所有山林は 2万

6千町歩から 3万 7千町歩と，ほぼ戦前期のピークに達

してL、る.

この期の集積面積は約一万町歩に達するが，その大半

は買収または所管替によるものであった.(( 1 J稿表

3-2， p.60参照)そして「当社木材係が当時立木の造

材のみを目的として購入した山林も相当数に達したが，

このうち，のちに土地を引受け，伐採残山を社有林に編

入したものに多寄ほか三山林の全部および一部，合計

1，115町があったJ (p.28) とあるように，その買収は北

炭本社の坑木入手のための手段として集積されたものを

含んでいる.

国有地からの分割はこの期の初期において完全に終了

しこれ以降は買収がその主要な形態となってし、くので

ある.因みにこの期の取得面積 11，755町のうち，買収山
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林45%，所管換40%に対して，固有地処分(国有林売払い

分を含む)は15%にすぎなかった.(向上(1)稿p.60参照)

(1) 第 1次施業案の編成と施業方針

以上のような背景のもとに，大正 7年を始期とする30

カ年間の長期計画が，社有林制度創設以来はじめての森

林実測調査のもとに「第 1次施業案」として編成され

た.この施業案は「鉱山備林として所要坑木の一部を保

統的に自給するを骨子とし， 本案の山林全体を30カ年に

整理増殖しこの目的を達成するために，主林木にカラ

マツを選び伐期を30年とするJ (向上 p.29)を目的とす

るものであった.

そしてこの計画達成のため，この30カ年の整理期間中

は，年平均伐採量11万3，434万石，同造林人工面積340町，

同天然更新面積99町を実施しようとするものであった

(向上B.C.D表， p.30-31，参照)

また，この 「案」の対象山林は，ほぽ明治末期までに

取得した7山林とし，順次，新所有山林におよぼすことと

した.この対象面積約2.1万町歩は，皆伐作業で57.4%，

択伐(甲)作業地(当時の有用広葉樹10種の生育地)10，4%，

択伐(乙)作業区(前記以外の雑木の生育地)17.2%，農地

区画地 8.2%，同左予定地 5.3%に区分されていた.この

農地が予定地も含めて計約2，900町歩 (13.5%) と区分さ

れたことは，当時の山林経営がもっ農地経営への拡大志

向を示すものとして注目されよう.

以上のような方針のもとに，大正初期以降実質的に中

止されていた森林経営の諸事業が再開されることとなっ

た.こうした諸事業の展開にともない北炭は，大正10年

12月に「社有山林経営方針J (向上 p.32)r山林施業心

得J (向上 p.33-34)を，またp これにさきだち，同年

3月には r造林事業施行心得J (向上 p.99-100) およ

び同 4月には「林産物売払心得J (向上 p.140-142)を

定めている.

この「経営方針」および「施業心得」によれば，その

森林施業の目的は 「山林ノ 経営ハ坑木ノ生産ヲ主目的ト

スル事J (r方針J 1条)また 「社有林ノ;経営ハ炭鉱用材

ノ生産ヲ主目的トシ昂メテ収益ノ増殖ヲ図リ自営収支ノ

下ニ之ヲ行フヘシJ (r心得」第 1条)となっていた.

そして，その作業法は r経営方針」では「作業法ハ

主トシテ皆伐喬林ニ依ノレ事J (3条)となっており r施

業心得」では「作業法ハ左ノ 4種トス」として r1. 皆

伐喬林作業 2. 前吏喬林作業， 3. 択伐喬林作業，

4.媛林作業J (第 5条)の 4種を定めていた.またその

作業法の選択は r喬林ハ主トシテ皆伐作業ヲ施スヘシ
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但シ天然更新ヲ行フヲ有利トシ叉ハ国土保安上ノ必要ア

ノレ場合ハ前更作業又ハ択伐作業ヲ施スコトヲ得J (向上

第 6条)と極めて柔軟な方針を定めている.また「輪伐

期ハ材積最多ノ時期ヲ標準トシ坑木生産ノ目的ヲ以テ是

ヲ定ムル事J (r方針J 4条・心得第 7条)と輪伐期を定

めている.

つまり，建前は北炭本社の原木要求=坑木需要に対応

するために， 30年を伐期とするカラマツ短伐期人工林施

業となっていた.しかし，その本音は，その作業法を 4

種に定めかっその選択巾を広ろげ，かつ「材積最多ノ時

期ヲ標準ト」する長期の輪伐期を定めるなど，むしろ，

天然更新による長伐期大径材生産を志向するものであっ

た.またその造林方法は「・・…広大ナル単純林ノ造成ヲ

避クノレ事J (r方針J 5条)， r造林樹種ハ可成 2種以上ヲ

混清セシメ広大ナノレ単純林ノ造成ヲ遊クへ、ンJ (r心得」

第14条)と単純人工造林を否定しまた r造林地 ニ生

立スノレ針葉樹及有用潤葉樹ノ稚樹ハ成ル可ク之ヲ保育ス

ヘシJ (r心得」第15条)と実質的には天然、林補助作業を

定めるものとなっていた.また，その伐採事業において

も「伐採ノ事業ハ…一成ノレ可ク直営方法ニ依リ之ヲ施行

スヘシ」となっていた.

このような建前と本音の矛盾は，資本 (r北炭本社J)

の自然、条件を無視した原料要求に対する，当時の社内の

林業技術者の抵抗を示すものであったといえよう.また

当時の北海道において，その森林経営を 「自営収支ノ 下

ニ」実施するためには，こうした天然林施業を採用する

ことは必然的でもあった.そして，このような方針のも

とに実施された森林施業の結果は後にのべるように，計

画に対して約 2倍の過伐をともないつつも，その育林事

業は技術的にも一定の成果をもたらしたのであった.

しかし，昭和10年以降の戦時経済下に入るとこうした

矛盾は顕在化することとなった.

つまり，石炭増産体制のもとで，坑木需給が逼迫する

と，北炭本社の坑木(細物丸太)要求はこうした森林の

施業方針を否定することとなる.すなわち，昭和10年の

「第二次社有林施業案」では r社有山林ノ取扱ニ就テ

ハ，従来其ノ重点ヲ天然更新ニ置キ，長期ノ輪伐期ヲ採

用シ来リシモ，……，此ノ方法ニテハ細物松丸太ノ生産

意ノ如クナラズ……J (傍点・有永，向上 p.42) として，

伐期を 5年間短縮し25年伐期によるカラマツ短伐期施業

への転換を強いることとなっている.

なお，この「施業心得」では r山林中耕地其ノ他開

墾ユ適スヘキ土地ハ其ノ得失ヲ精査シ林業経営上支障ナ
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キ限リ林業外地ト為スへ、ンJ (同上第21条)と農地開発

への積極的意図を示している.

以上のようなp 北炭の山林経営をめぐる矛盾はp 一般

的な森林経営をめぐる資本の要求に対する技術上の矛盾

ではなし以下のべるような小作制農場経営をその基底

とするこの期の地主育林経営それ自身がもっ矛盾で、もあ

った.北炭の山林経営はこうした矛盾を，一方では戦時

経済下において伐出経営への傾斜を深めることにより，

他方では，その小作地を解放することによって，止揚す

るのであった.しかしこの止揚は次の第 3期に示すよ

うに，結果的には，北炭資本による一方的な総括(土地

および森林資源の略奪)を受けることとなり，その森林

経営は資本による近代化への道を閉ざされたのであっ

7こ4'.

(2) 森林経営の展開と諸事業

以上のような方針のもとに実施された森林経営の諸事

業の実績を表 5-5に示す.以下其の内容について概説

する.

① 育商事業

この期における木道の造林樹種は，明治期における外

来樹種偏重の欠陥が，その造林不成績地の多発という事

実によって認識され， トドマツ・エゾマツを中心とする.

在来種の再評価がなされ，その養苗技術も開発され，大

正 8年にはその事業が実行に移された.

このような情況のもとでも，北炭山林は前記のような

施業方針によりカラマツを中心とした育苗事業を続けて

いた.前期の不況により大正 4年より中止されていた苗

畑事業はp 大正 7年から再開された.この事業の再開に

当り，すで、に述べたような施業案の編成等その計画化を

進めるのであるが，大正10年 3月には「造林事業施行心

得」を定めている.

前記「山林施業心得」。では， r造林ノ事業ハ・…・・外成

ルヘク直営事業ニ依リ之ヲ施行スヘ、ンJ (p.33第四条)

とあり，この「造林事業施行心得」でも同趣旨のことを

その第 3条に定めている.このことについて，北炭山林

史は「また従来，造林事業のすべては当社が直接人夫を

使役して施行してきたのであるが，大正10年 3月『造林

事業施行心得』を定め， (1)地排，下刈および苗畑の開墾

と耕起， (2)防火線および土工， (3)各種の運搬は請負に付

することができるように改正し，今日とほぼ同一形態を

持つようになったJ (同上 p.98-99) としている.

つまり，これらの規定は請負の導入を認めたものであ

り，そのために請負と直営の事業上の区分を明確にする
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ものでもあったのである.

そして，カラマツの育苗に当っては rカラマツの援

種は大正 8年から全面的に中止することとなり，長野県

から 1年生幼苗を購入し，社有林各山元の苗畑で床替を

行ない 2・3年生として林地に植栽……」とあるよう

に「播種」から「幼苗購入」に変更されたので、ある.

またその方針で、は「カラマツを中心としてその他を補

助として」となっていたが，大正14年以降はトウヒがカ

ラマツを上まわり，この期全体ではその養苗総数 3，300

万本のうち， トウヒ 1，370万本，カラマツ 1，000万本， ト

ドマツ 900万本とトウヒの育苗が最も多い. (r北炭山林

史」第26表， p.101参照)

② 造 林 事 業

造林事業はすで、にのベた第 1期末の不況のさなかで中

止されたがp 大正 6年に再開され，同年38町，同 7年91

町と徐々に回復に向っていった.

この期の造林事業は「第一次施業案J，さらには諸心

得のもとに実施されるのであるが，その造林実績は第

5-5表のようになっている.

また，この期の造林事業の特徴のーっとして，その天

然更新法の改良があったが，それについて北炭山林史は

次のように述べている r天然更新は従来針葉樹のみを

対象としていたが，この期に入ると雑木の材価が騰貴

し，また社用坑木にも雑木を使用するようになったの

で，適当林分は，針広葉樹にかかわらず，保育手入れを

行なうようになったことが特記されるJ (向上 p.118)と.

そして首木養成ではトウヒが多かったが，その造林面

積ではカラマツがトウヒの約 2倍強と圧倒的に高い.ま

たこの期の天然更新事業の計画によると，年間約 100町

歩が実施されることとなっていたが，その実積は不明で

ある.この期の造林の作業方法は，その「造林事業施行

心得」によって，地続，下刈等に請負が導入されると同

時に，植付については会社による完全な直営事業がおこ

なわれていた.その造林費をカラマツ 1町歩当りについ

てみると，前期の平均が新植31円p 補植15円，計46円

(栗山山林)であったのに対して，この期では，大正12

年沼田の56円と33円の計約円，同じく追分の75円と76円

で計151円昭和 9 年沼田91円，追分125円と 2~3 倍に

増大している.

この期に実施された計約 3，500町歩の造林地のうち，

昭和34年までに伐採利用されたものは， 1，600町歩(44%)

にのぼり p 同年の残存函積 865町歩 (24%) でその成林

率は68%に達した. (同 p.119. 44表参照)なお，この造
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林地の消滅面積は農地売払いによるもの 296町，山林売

却 349町を含んで、いるので実質上の成林率はさらに上ま

わったで、あろう.ともあれ， 第 1期の造林面積 1，623町

の約80%が野鼠および山火被害によって大正 6年までに

消滅したことに対比すると，この期の造林技術は絡段の

進歩を示したのである.

このことは，第1期のそれが「貸下出願起業方法実行

ニ依リ所有権ヲ得ル事殆ンド第一ノ目的トナスヲ以テ其

造林ノ法ハ従テ極メテ粗放ナルモノナリ 」という (II<

資料 2>p. 45)三浦の評価に示される実態であったのに

対して，この期においてはその森林経営のなかで，育林

事業の技術的基礎をそれなりに生みだしたことを示して

いる.

このような，第2期における育林事業の技術上の変化

について，北炭山林史にあらわれている特徴をあげる

と， 1)苗木の養成が 「播種」から「床替苗」に変った

こと (p.100)，2)大面積の単純林造成を避けるこ と(社

有林経営方針第5条)， 3)有用稚樹を保育すること(同

6条 p.32)，4)天然更新対象樹種を広葉樹にま で拡大

したこと，さらには， 5)請負事業(地排 ・下刈)を導

入し，直営事業の内容を明らかにしたこと，などがある.

③ 伐採事業

この北炭山林の伐採事業は，前記の「山林施業心得」

(向上 p.33) によれば「伐採ノ事業ハ製品販売ノ関係及

施業上便益ト認ムル場合ニ於テハ成ベ可直営方法ニ依リ

之ヲ施行スへ、ン」となっていた.つまり直営生産を施業

上の主要方針としていたのであった.

とこ ろが， 北炭山林史によると「大正10年 4月『林産

物売払心得』を作成し，立木のまま売払う方法を実施に

移したJ (岡山林史 p.139) のであ り，この方法は 「こ

れは今日行なっている立木売払方法の祖形をなすもの

で、J (向上)あったとされている.労働力不足の時代に

あっては，直営生産として実施された伐採事業は，この

期になって rr3年ころからは直営造搬は大部分中止し」

(向上)とされ，立木売り，または「売払立木中，社用

に適するものは条件を付し，製品を買戻す」請負生産さ

表 5-5 第 2期の山林経営の事業実績

森林伐採量(石) {乍 農 地 土地所有関係

年 度 製炭用材
床替苗木 造林面積 商 積(町)

取持 喪失
合計

(左の内数)
戸数

(1，000本) (町) 畑 (町) (町)

大正7年(1918) 75.917 17，464 91.62 410 1，897 3 1，045 

8 103，947 12108 675 110.82 415 2154 4 2110 

9 41，808 26，307 1，125 183.57 421 2，201 4 1，502 I 

10 33.775 33，775 80 150.03 432 2.241 5 459 2 

11 155.745 36.171 1，958 137.69 410 2.270 28 1，168 

12 184，655 29.660 1.996 203.56 404 2，193 80 6 

13 201，588 38.427 2.881 258.04 358 1.432 113 1.562 。
14 176，810 23，218 3，370 542.34 341 1.365 148 1，823 23 

昭和 1年(1926) 76，923 12，093 3，716 148.40 336 1，366 163 2 2 

2 247，424 5，622 4，998 376.14 330 1，335 170 728 。
3 285.820 3，148 281.79 328 L313 177 283 。
4 506，889 1，651 293.60 324 1，292 190 836 173 

5 338，289 1，690 213.02 338 1，354 197 57 588 

6 273.753 1，702 122.10 339 L384 203 3 

7 190.372 1，301 56.65 341 L439 226 79 367 

8 210.256 1.257 69.37 344 1，413 244 10 

9 (1934) 149，973 1，378 310.89 341 1，398 246 93 455 

計 13仰 441 川付 ω 301三547.631 ./" 1-/ -1 ./" 1 11，7551 1悶

注) 出所 :i北炭山林史」第26，42， 66， 77表および p.132付表より作成. なお，苗畑開墾は大正 9

年に 5.61町歩がなされ合計 35.03町歩となっている.
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らには，またはその分(社用に適するもの:有永)の

みを造搬請負」にするという作業請負という三つの方法

に区分され実施されるようになった.こうして伐出生産

部門においては，先の造林部門と対照的に直営生産は大

巾に縮小され，立木売り」を中心にした形態に移って

いくのである.なお，この「林産物売払心得」では，

「利益ハ市価叉ハ取引相場ノ 100分ノ 8トス」と立木処分

の見積上でその販売価格に対し 8%の利益(伐出生産利

i筒)を認めていた. (向上第 8条 4項 p.142)

このような「直営生産」の後退と「立木売りJ '請負

生産」への転換を可龍にしたのは，まず開拓の進行とと

もに地場における素材業が成立したことであり，このこ

とは，同時に農地をも抱合する北炭の山林経営が土地所

有への寄生性を深めていくことを意味する.そしてこの

期以後，第3期においても，これらの方法が，一貫して

続けられ「全部が社用材となるカラマツ造林地J (p.143) 

などを除いて，立木処分がその主要な方法となっていた

のであった.

この期の伐採量はその施業計画によれば，年平均第一

期 9.3万石第二期12万石となっていた. (p.30B表参照)

しかし，現実には表 5-5に示すように計約350万石，

年平均20万石強と約2倍の過伐となっていた.

なお，第1期でのベた木炭製造は大正 3・4年に全面

的に中止されたが，沼田山林は大正10年まで，さらに沼

ノ端は昭和 2年まで、続行され，その製造量は表のその製

炭用材の伐採実積から推定すると約23万 5千俵(10貫俵)

に達している日. また，すでに[1 )稿の表 3-5 (p. 

63) に示したように，この期の社有林材が坑木又は製材

原木等として本社事業用に供給されたのは11~12%にす

ぎなかった. しかし大正 9~10年には，その大半が社用

となっている.また，これが本社の総木材使用量にしめ

る割合は 2~3%にすぎなかった.

(3) 小作規程の改訂と農地経営

明治32年に制定された「北海道炭鉱鉄道株式会社農業

地小作規程」は，その後の一部修正を経て，大正 2年に

大改訂を加えられた後，大正10年 4月の一部修正によっ

て「最終小作規程」となった.

この明治32年の「農業地小作規程J (以下 '1日規程J)

と大正10年の「小作規程J (以下「新規程J)については，

E稿の資料(<資料4・5>)に掲げた.以下その主要

な改訂についてのベる.

① 1戸分貸付面積の拡大

1戸分の貸付面積を 3町(，旧規定J 4条)から 4町
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に拡大するとともに，地味地勢叉ハ区画ノ都合」によ

っては増減を認めることとした.また「資力叉ハ労力豊

富」であって「前貸付地ヲ全墾シタル者」にはさらに 1

戸分の貸付を認めることとした. (，新規程」第 5条)

② 小屋掛料・開墾料の廃止

旧規程では，開墾に当って小屋掛料 1戸につき 5円，

開墾料 1反につき 3円の開墾料を会社側が支払うことと

なっていた.(9条)この規程は，前記三浦報告によれば，

「現時ニ於テ小屋掛料・開墾ヲ給セズ……J (<資料>p.
47) とされているように，すでに明治39年当時の雨竜山

林では支給されていなかった.こうした実態にあわせ

て，この補給条項は「遊地の小作人に限りJ (，北炭山林

史Jp.154)適用されていたのであるが，大正 2年に削

除された.

③借金弁済条項の削除と補助制度の復活

'1日規程」の 7条・ 8条およびそれにもとずく「借用

証書」で、は，入地当初の貸付金の弁済方法が詳細に定め

られていた.これらの条項は，すで、に前項でみたような

「積立金」制度とともに，賃金の「棒引き制」弁済の「部

落連帯告UJとして，その前期的支配の基底をなしてい

た.これは大正 2年に前記補助金の給付とともに廃止さ

れている.

ところが，大正期以降の農地経営の拡大にともなって

その開墾地は奥地化し，また小作者の農業経営も本格化

しこれにともなって資金不足が顕在化する.このよう

な状況に対応して，肥料・馬匹其ノ他ノ資金」を貸付

け，または「小屋掛・開墾料等」の「補助ヲナスコト」

が「アルヘシ」と再び定められている. (，新規程J10条)

④ 小作権の譲渡・転売貸条項の新設

!日規程ではp 小作権の他人への売買・譲渡を全て禁じ

ていた. (，旧規程J 15条)新規程では「小作権承継契約

書(様式第 3号)Jを公認すること(4条)によって小

作権の譲渡・売買を認めるとともに，無許可の譲渡又は

転売貸を禁止することとなった. (13条)

⑤ 地目変更条項の新設

'1日規程」においては，農地としてのみ規定され，そ

の作付等の利用形態については何ら制限はなかった. し

かし，後にのべるように，明、冶40年代より小作人による

自発的水回開発が先行した.これに対し，大正 2年の規

程改訂で「小作人ハ・…・・，其小作地ヲ優良ノ地目ニ変換

スルコトヲ得J (第17条)と追認した.さらに大正 4年

以降は会社がその水田開発に乗り出すのであるが，これ

に対応して，同条項に「会社=於テ必要ト認メタルトキ
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ハ之ノ変更ヲ命スノレコトアノレへ・ン」とし さらに「此ノ

場合ニ小作人ハ異議ヲ申立ツノレコトヲ得ス」と会社側の

一方的な地目変更権を定めている.

⑥成懇期間の短縮，鍬下期間の変更

rl日規程J (5条)の成墾までの期間 8年を 5年 (r新

規程J 6条)に短縮した.また， rl日;規程J (11条)によ

る成墾後の小作料免除期間である鍬下期間の 3年を削除

し r新規程」で「鍬下年限ハ小作契約締結ノ際…・・・ニ

於テ之ヲ決定スJ(7条)と入地者の多様化および既墾地

の貸付増大にともなう個別事例への対応を定めている.

⑦ 小作料の契約および更新期間の短縮

小作契約期聞は!日規程では定められていなかったがp

契約書では20ヶ年となっていた.これを qOカ年間」と

しその後の継続契約も明文化した. (r新規程J 9条)

また小作料の変更・更新について，旧規程では「其年

十年限リ小作料ヲ納ム~シJ (11条)として，成墾後6

年目までの料金を具体的に定めていた.これに対し，

「新規程」では r小作料ハ鍬下年限ノ終了ノ年」又は

「既墾土地ノ新規貸付ニ為ス場合ニ在リテハ其ノ 小作契

約ノ際J (第 7条)と改め，その契約における会社側の

裁量権を拡大している.そして，この契約された小作料

の更新期間を「但3年以内ニ於テハ之ヲ更正ヲ為ササル

モノトスJ (8条)と 3年間に定め，会社側の裁量権に

一定のはどめをかけるとともに 3年間の小作権の安定

を保障している.

③ 義務出役条項の拡大

「円i日規程」で

および「其事業」については無償出役，ただし「造林事

業」についての「相当ノ賃金ヲ給ス」と有償出役と定め

ていた. (14条)新規程では，この有償出役の範囲を「造

林Jr伐木Jr其他山林附帯ノ事業」 に「出役スルノ義務

ヲ負フモノ トスJ (15条)と拡大している.大正10年第

一次の施業案の編成にともなう直営事業の拡大方針にそ

うものであった.

③ 小作地上の立木伐採条項の変更

小作地上に生存する立木は r本社ノ需要若ク ハ防風

ノタメニ必要ナノレ以外」は 「全テ無代価ヲ以テ」伐採す

ることとなっていた.(r旧規程J 13条)新規程では，小

作人は r原生スル木竹ヲ自家用ニ供スルコト得」とし

た上で r但之ヲ売買叉ハ譲与セ ントスルトキハ会社ノ

承諾ヲ受クへ、ン」とその商品生産用材の伐採を認め，許

可制としている.なお，この小作人による素材生産に対

する立木処分の方法は，同じく大正10年4月に認められ
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た「林産物売払心得」においては1.小作売り，社外

売ノ別， 2.自家用，販売用別別と区分されている.ま

たその第 5条において r小{乍自家用薪材ノ売払ハ各部

落毎ニ総代(小作総代ニ限ルヲ要セス)ヲシテ申込マス

ヘシJ(r北炭山林史Jp.141)となっている.つまり，

自からの小作地上に生立する以外の立木については，自

家用材で、あっても有償払下げとなっていたのである.

⑬解約条項の追加とその資産の没収処分

大正 2年の改訂において，その小作の解約条項に r3. 

小作地ヲ荒廃ニ帰セシメタル者」を追加した.(r新規

程J19条)この場合， 小作料その他の債務は即時弁償さ

せ 1ヶ月以内に退場させること(向上)とした.また，

こうした契約違反によ る退去者に対しては，その小作地

に投下した「改良費 ・有益費」 等についての「償還ヲ請

求スルコトヲ得ズJ (同上21条)として没収することと

している.これは無断退去者についても，ほぼ同様であ

った. (向上20条)このような事例の会社側の一方的没

収条項に対して r本社叉ハ官公ノ用ニ供スル必要」に

よって，小作地の一部叉は全部を「返地セシム」ときは，

「直接ノ損害ニ対シテハ相当ノ 補償ヲナスJ (同上13条)

こととなっていた.

以上が，この大正期における改訂の内容であるが，こ

れは基本的にはこの期以後において本格的に展開される

小作制大農場としての農地経営に対応するもので あっ

た.それは，第 1期の資本による造林事業のもとでの前

期的諸関係を清算し，これ以後に展開する山林経営の基

底をなす半封建的諸関係として再編するものであった.

こうした再編のも とで，これ以後その山林経営は，小作

制による農場経営，直営による地主育林経営，立木処

分，請負生産を主とする伐出経営の総体として展開する

のである.そしてその基礎となり基盤となったのは，こ

の期に形成された半封建的土地所有であった.こうした

土地所有は，第3期の戦時経済のもとで，後にのべるよ

うな資本による総括を受けることとなる.

(4) 農地経営の展開

北炭の山林経営において，その農地経営は，明治末か

ら大正期にかけての各種事業が全面的に中止されるなか

で 「大正 4年に入るや山林の施業はまったく中止され，

この聞は農地の経営に主力が注がれたのであった」、(向

上 p.23) といわれる時期に，その本格的な展開の 契 機

をもっている.

そして，このような条件のもとで，すでにのべたよう

な「小作規程」の大改正が大正 2年におこなわれ，これ
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は他の諸事業と同じように第2期の実質的な出発点であ

った大正10年に最終的に確定するのである.

すなわち，この大正初期を準備期として北炭山林の農

地経営は，その山林経営から相対的に独立した土地経営

として確立した.そして，その形態はこの時期の道内の

大農場がそうであったように，小作叡j農場経営であり，

この期の北炭山林の農地経営の特徴は水田の積極的造成

事業であった.

①農地貸付の経過

まず，この期における農地貸付および小作農家数(林

内殖民)の実績を表 5-6に示す.

この表でわかるように，その農地貸付は明治45年の

230戸， 889町歩から，大正 7 年までの聞に年間20~30戸

と一貫して増大し，この期の当初の大正 7年には戸数に

おいて1.7倍，面積において2.1倍と急激に増加している.

まさに，この不況期において「農地経営に専念した」結

果であった.

そして，この小作地は，この期において，戸数では大

正10年432戸，面積では大正11年 2，300町歩となり，その

貸付地のピークに達したのであった.この大正12年から

13年にかけて戸数で46戸，面積では 728町歩減少してい

るが，先にのベた社有林の面積においてはこの時期に何

ら大きな変動はみられず，およらく「小作規定の改正」

の項で、のベたような農地経営そのものの方針転換 (r労

働力確保」から「土地経営」へ)によって明治期の不成

績地の整理がこの期になされたものであろう.ともあれ

これ以後，この期のおわりまでその戸数は約330~350

戸，面積は 1，500~1，650町歩でほぼ固定され大きな変化

はなかったのである.

② 水田造成事業

この北炭山林の農地における水田の造成着手は会社側

によるものではなく明治43年の沼田山林ポンニ部落の林

内殖民者の自発的な用水路の造成にはじまるものであっ

た.大正期に入りその農地経営が本格化するなかで，会

社側はその「有利性を認め」るようにな り r従来の方

針を転換して積極的に造成を奨励することとし，これが
〈っさく

ため必要な水利権の獲得，社費による潅瓶潟の掘重量およ

び貯水池の設置を行ったほか，鍬下年限を設置p 小作人

が造回した場合，小作料を 2~3 年間免除するなどの方

策をも講ずるよ うになったJ (北炭山林史 p.164) ので

ある.

つまり，小作人(林内殖民者)による自発的な水田開

発は明治末期以後，細々と続けられてきたのであるがこ
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れに対して会社側は rしかしこれは水利権をもたぬ

いわゆる無願水田であったため，水利権者から， しばし

ば異議の申立てを受けたが，当社においてもこれを水田

と認めず，小作料も従来どうり畑並に取扱っていた」

(向上)といわれるように，初期のころは黙認という消

極的な対応をしていたので、あった.

しかし，前記の不況期の山林経営の諸事業の全面的停

滞というなかで，その農地経営は一貫して増大し，その

経営のなかにおいて大きな役割を果すことになった.会

社側においても農地経営の有利さが認識されたこと，さ

らにはその水回耕作は 「当時沼田山林ボンポンおよびポ

ンニ部落の畑地平均小作料は反当り 1円50銭であったが

これを水田に直すと，玄米3斗の小作料として反当り 75

円の収入となる有利性を認め……J (同上)とケタ外れ

に有利な土地経営であり，ここに「従来の方針の転換」

が開始され，先にのベた積極的な造団事業が開始される

のであった.

その造回事業に当っては，まずこれまでにすでに造成

された水田を「小作料を 2~3 年免除する」ことによっ

て正式に認知すること，次には r社費」をもって諸施

設を設置することであった.そのために準備されたのが

さきの 「小作規定の改訂」における会社側の地目変更権

の確立(第17条)であった.

この水田造成事業は， まず大正 4年10月に上北竜土功

組合から，ポンニ川本流その支流のポンポン川および石

田ノ沢の水利権， 45町を 4，693門で譲受 したのに始まる.

これ以後大正11年までに貯水池 3ヶ所，潅j既溝延長 1万

1，000筒に所要経費12，600円，さきの水利権買収と合せる

と総計 17，300円の投資をおこない，沼田山林ポンニ，ポ

ンポンp 北竜山林清水ノ沢，東ノ沢，追分山林大沢に約

16卵丁の水田を造成した.さらに昭和 4年沼田山林豊 志

内に 17，000円を投じ，貯水池， 港甑講を設置して，この

期のおわりの昭和9年にはその水田面積は約250町歩に

のぼった. (向上 p.164~ 1 65参照)

この期においてはその農地の貸付は大正12年以降，全

体的には縮小に向うのであるが，そのなかで水田面積は

表に示すよ う急速に増大 し，昭和 9年には約 250町に達

している.

③農地の解放(売払L、)

大正中期以後において，明治期以来形成されてきたわ

が国の土地制度のもつ矛盾は，あるときは小作争議，ま

たあるときは入会争議としてさまざまな形で表面化しは

じめていた.
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この よう な諸問題，とりわけ小作争議に対処するた

め，政府は大正15年 5月に農林省令をもって「自作農創

設維持補助規員。」を制定し小作地の解放=自作農の創設

にのりだしたので、ある.

これに対応して，北海道庁は，既耕地における自作農

創設の問題は政府の施策に委ねるとして，民有未墾地の

開発を目的とした 「民有未墾地開発資金貸付規程」を昭

和 2年 8月に定めた.またこの昭和 2年は第 2期拓殖計

画の初年度にも当るのであり， それによると20年間で国

有農耕適地38万町歩，民有未墾地40万町歩，計78万町歩

を開墾し，既耕地80万町歩と合せて 158万町歩の農地を

造成する計画となっていたのであり， この民有未墾地開

発はその一環であったのである.

このよ うな状況のもとで北炭山林史は小作料の安いこ

とをのベた上で，-したがって大正9年の農業恐慌を契

機と して各地に続発した小作争議，あるいは農民運動と

いったものは， 当社農場においては 1件の発生もみられ

なかったJ (p. 167~168)，また別の項では ，-常に当社と

の共存共栄に基く 不離不足の連帯関係確立という原則を

貫いていた. ……小作料も一般農場に比較して約半額と

いう格安な しかもなお，冬期聞は一般農民にとっ

て有閑無収入の期間であったが， 当社においては山林の

表 5-6 第 2期の山林別小作農地の貸付実績
単位 :戸，反

区分 栗 Il! 沼 回 北 竜 一 岐 幾春別 美流戸 追 分 大 和 田 言十一
¥¥  

戸数|面積 戸数|商 積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面積 戸数|面 積 戸数|面積年 度

大(正19178)年
411( 596 285 

13.700 171 710 241 803 16 528 
22 1，198 5 

441 
41C 18.979 37) ( 37) 

8 47 1742 280 14.538 1712，120 2f811 16 528 
22 1.198 8 

601 
415 

21，540 
( 37) ( 3) ( 40) 

9 481( 954 280 14，518 1712，143 26 811 17 590 
22 1，198 

11 
801 

421 
22，018 

( 3) 40) 

10 501( 981 277 14，504 22 
2，167 800 18 565 221 1，135 171( 260 432 

22.416 26
1 (14) 6) ( 58) 

11 511( 979 254 
14，711 2212，167 795 18 565 211 1，071 201( 390 410 

22.702 
46) ( 212) 24

1 ('19) 10) 288) 

12 532( 078 247 14，219 192( 088 24 771 18 508 20 853 221( 390 1 301 404 21，98 39 65) ( 653) 49) ( 23) 10) ( 802) 

13 52 1(9893 0) 208 
8，386 602 24 757 18 538 

19 765 191( 258 1 301 358 14，31 23 ( 935) 171 (V75) ( 23) 10) (1，135) 

14 51 1954 192 8，050 492 731 
18 538 

17 629 20 1(2224 2) 1 301 341 13，652 (120) (1，104) 181 (I85) 剖 (47) (1，480) 

15 1，928 
187 8，005 422 24 725 18 538 

15 557 241( 460 1 301 336 
13.668 491'{146、1 (1，133) 181 (255) ( 53) 49) (1，638) 

昭(和19227)年
1.928 183 7，921 339 23 709 18 532 

15 530 241( 363 l 301 330 13，356 491.(146 ) (1，155) 17
1 (274) ( 53) 75) (1，705) 

3 49 1940 181 
7.830 339 682 18 532 

15 530 241( 253 l 301 328 13，139 (157) (1，176) 171 (274) 
231 (vSO) (1，778) 

4 49 1889 178 7，768 328 676 
18 532 

15 505 1，192 
l 301 324 121 ，923 (205) (1，176) 171 (286) 221 (86) 241'(50) (1，904) 

5 1，878 
178 7.856 328 22 666 18 532 291 1，106 1，143 

l 301 338 
13.541 

491'(2i6) (1，176) 
17
1 (286) ( 96) 241'(99) (1，975) 

6 48 1873 180 
8192 328 629 

18 
515 291 1，119 241(，2 159 1 301 339 13.847 (221) (1，190) 171 (286) 221 (133) 03) (2，035) 

7 481( 890 183 8，523 328 626 
17 

502 281 1，119 251( 105 1 301 341 14，397 227) (1，388) 171 (286) 221 (135) 228) (2，267) 

8 481( 889 188 8，691 291 520 
17 502 281 1，119 1，093 

1 301 344 14，，4 138 
228) (1，575) 

15
1 (286) 221 (135) 251'(216 ) (2，442) 

9 48 1889 188 8，642 291 513 
15 

417 281 1，096 L100 
l 301 341 132，， 981 

(228) (1，616) 15
1 (286) 

21
1 (135) 251'(I93) (2，460) 

注)出所，表 5- 2に同じ， 反以下切捨て 。面積の()は水回.
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伐採，運搬事業などに従事させ，林業収入の道を講じた

ため，小作人の生活水準は，一般のとうてい比肩すべく

もない高位にあった.その結果， 当社にあっては，小作

争議はも とより p これに類する紛議発生する余地はまっ

たくなかったJ (p.187) と言己している.

ともあれ， ここでは北炭山林の農地経営そのもののな

かには解放の必然的な契機は存在しなかった.

このよ うな状態を理由にして，北炭山林側はその解放

を「民有未墾地とは，にわかに断定さるべきものではな

かったJ (山林史 p.188)として渋るのであるが rしか

しながら道庁は客易に応ずる色がなかったので3 ついに

6年10月， 当社は北海道開発という大局的見地から国家

施策に協力するため， いさ ぎよく一部の解放を断行する

に至ったJ (同上)のであった.

そしてこの「民有未墾地開発」のために，売払いによ

って解放した農地は昭和6年，豊富 119町歩，追分46町

歩をはじめと して昭和12年までに豊富428町歩，追分77

町歩， ~JII路129町歩，計635町歩となっている. (同土第

92表 p.189参照)そ して「北炭山林史」によれば解放の

契機は，農地経営そのもののなかには存在しなかったと

されるがその森林経営においては 「すでに当時の客観情

勢として道内人口の増加も著しく，林業労働力の充足問

題にも見通しがついてきたので……J (向上 p.190) と

されるように土地貸付をテコとして労働力確保等の必要

性は，すでに量的には失なわれていた. しかし，この解

放地はその大部分が遠隔地であった豊富山林および釧路

山林の未墾地(この両山林には農地の区画はなし した

がって小作者は不在であった)であり，実質的な小作地

の解放はなされていない.また当然のことながら，この

解放地には水田は皆無であり，水田の小作地はこれ以後

も一貫 して増大し，昭和12年によのピー クであった257

町歩に達している.つまり，北炭はこう した未墾地，放

牧用地を解放=売払トすることによって，当時の小作料

総額のほぼ 1年分に当る3万円余を取得したのであっ

た.そ して，その農地経営自体は実質的な打撃を被るこ

とはなかったので、あるが，このことは次の第 3期にみる

ように，北炭の半封建的土地所有の基盤を絡がす蜂火と

もなった町.

この期の各山林別の農地貸付の推移は表 5-6に示し

た.

(5) 経営収支の状況

大正 2年に設定された「山林資金勘定」は，同13年11

月に「造林資金勘定」と改称されたが，その独立採算制

による運営には大きな変更はなかった，

表 5ー 7 第 2期の経営収支の実績 (1)

科目¥年度|大正 7年I8年 I9年 I10年 111年 112年 I13年 114年 |昭和元年|小

立 木 代 16，762 41，327 64.522 

503174q1到i 日，醐

64.608 106.671 65.048 45，689 513.036 

苗 木 代 3，252! 1，726 2.052 5，202 13，115 16，224 41.571 

{乍 料 13.115 13，303 18，505 17，9711 21，117 22，521 16.528 28，216 30，991 182，267 

雑 収 入 37，200 34，463 64，594 31，6491 39，269 33，418 33，207 17，439 11，180 302，419 

収 入 欧州附211川

係 費 制 51i m74| 弘 284| 叶吋 吋 49司402，728 

事 業 費 15，2061 44，702 40，55 47，3791 28，7901 29，88 48，915 72，1281 72，5 400，113 

支 出 仰 851附 631 79，1321 市 541川 301叫 641附 821 812，845 

差 ヲl 益 明11 仰8~ 45，吋 60，5781 吋 A 17，7961 226，458 

雑収入の内伐木益 叩 10l m 吋 28，6591 36，8631 273.347 

収
立木代 25.0 46.4 43.7 48.8 48.3 52.7 66.0 52.5 43.9 49.4 

入 苗木代 3.1 1.4 1.7 3.2 10.6 15.6 4.0 
に構 小作料 19.6 14.9 12.5 17.4 17.6 18.4 10.2 22.8 29.7 17.5 
占成
め 伐木益 52.6 35.8 42.1 27.8 30.7 24.6 18.1 11.7 4.5 26.3 
る比 その他 2.8 2.9 1.7 2.9 2.0 2.6 2.5 2.4 6.3 2.8 

注)表 5-4に同じ.
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表 5-8 第 2期の経営収支の実績 (2)

単位:門，%

科目¥年度 1
si3
2%O年 3年 4年 15年 6年 7年|小 計 8年 9年|小計 ノロ』 言十

立 木 代 156.879 189.677 261.599 148.228 113，153 81.651 951，187 134，184 202.434 336.618 1，800，841 

苗 木 代 14，731 23.015 19，281 12，238 4.532 3，787 77，584 8，105 4.546 12.651 131，806 

作 料 24，376 33.318 34，222 31，893 23，861 13，506 161，176 21，351 33，245 54.596 398，039 

雑 収 入 18，621 22，890 29，763 20，434 11，038 8，806 111，552 19，248 20，545 39，793 453，764 

収 入 計| 川071268，叫山671212，吋町841107，7501別，505附 8812印 77い3叫 2削 74

係 費 56，808 67，789 72，535 59.593 45，98~ 45.065 347，770 40.564 44，854 85.418 845.916 

事 業 費 22，436 8.868 11，827 10.656 7，447 6.905 68，139 24.265 28，742 53.007 521，259 

立木償却金 -1 48.161 65.641 45.286 30.505 19.780 209，373 35.344 39.805 75.149 284，522 

支 出 計 179，2中州作 川 731113，4仲間61 1，651，706 

差 ヲi 益 1135，叫4仰い94，吋 97，吋回，6521仰 001 676，219 8位町2幻7叶肌附吋幻230，伐，州 1，ユ132叫町3犯払2丸幻，7祁63

雑収入の内伐木益 112，5881 12，2441 19，5181 7，2871 53，320 開 1 9，9681 336，635 

震議d R Z J iZMAlllM914 714m4lM6|m4 224.029 224，029 

事業費の内造林費 | 叩 41 22，6771 40印 40，501 

収
立木代 73.1 70.5 78.1 69.7 74.2 75.8 73.1 73.4 77.6 75.9 64.7 

入 苗木代 6.9 8.6 5.8 5.7 3.0 3.5 6.0 4.4 1.7 2.9 4.7 
に構

小作料 11.3 12.4 7.2 15.0 15.6 12.5 12.4 11.7 10.2 12.3 14.3 
占成
め 伐木益 5.9 4.5 5.8 3.4 1.1 4.1 4.4 8.7 2.2 12.1 
る比 その他 2.8 4.0 3.1 6.2 6.1 8.2 4.4 6.1 1.8 6:7 4.2 

起支業出勘に定対のす割合る 1 59.4 1 . 28.51 31.81 35.8 13.6 

喜志望?詰 1 37.0 1 37.3 1 31.81 24.21 山| ω1  26.411 (川1(20.0)1 (川)I/"
注)表 5- 4に向じ

1)総支出に対する造林費の割合は r 起業費支出 x 100 で算出した.
支出+起業費勘定支出

2)昭和 8年以降の造林費の割合は支出計に対するもの.

ところが，昭和 2年下期から，造林費(新植費のみ)

および土木事業費(防火線，林道の新設費)は，再び起

業費によって支出されることとなり，これは昭和7年下

期まで継続された.そして昭和 8年からは再び独算制に

よることとなっている.このことは，昭和 2年の木材の

大量伐採によって，起業費の財源であった社有林の普通

財産が一挙に約130万円増大しその累計が212万円と 2

倍以上に膨張したことを契機としている.(北炭社有林

史(下)，草稿第77表参照)しかし表5- 5にも示した

ように，このことは同時に昭和初期の大増伐に対応する

ものでも あった.

この期の経営収支の推移を表5ー 7， 8表の(1)，(2)に

示す.
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この計算科目は，大正12年2月に改訂されているが，

これによって造林用の苗木代が，その原価または時価で

もって苗木収入として計上されることとなっている.ま

た，伐採事業にともなう立木償却費は r当社直営によ

る造搬事業は，……，別に伐木勘定をもって行ない，期

末にその収支帖尻を山林資金の雑収入に振替え整理 し

たJ (r北炭山林史Jp.37)とされるようにその伐木資金

勘定の計算科目には掲上されていなかった.ところが，

昭和 3年以降の「起業費」の導入と大増伐の開始期よ

りp その償却費が支出に計上されるようになっている.

ともあれ，表ー 7に示す大正15年までの聞に，総計で

は収入約 104万円に対し 支出は約81万円であり，差引

23万円弱の利益をあげでいる.そ Lてこの聞にその普通



32 山形大学紀要(農学)第10巻第2号

財産は約36万円から80万円へと増加している.

つまり r立木，小作，貸地収入などの財源をもって，

管理，経営に要する諸費用を支弁した上，造林地という

財産を造成しなおかつ相当の剰余金をあげ，j (1可 p.

37)たのであった.

この期の収入にしめる各収入源の構成は，その森林経

営の再開の当初は，その規模も小さく直営生産による伐

木益の比重が大きいが， 11年以降の伐採量の増大と立木

処分の増大のなかで立木収入が主要なものとなってい

る.これをその森林経営の諸事業が直営を中心としてい

た大正10年の約10万円の収入についてみると，立木代

49%伐木利益31%，小作料18%となり，伐木生産にとも

なう=利潤(厳密には立木地代を含むが)の比重は相対

的に大きなものであった.つまり，この時期には，その

山林経営は，基本的には，原始林の立木地代を基盤とし

つつも，こうした伐木生産による利潤をも実現させてい

たのであり，その山林経営はこうした立木地代，伐採利

潤および半封建的な農業地代によって維持されていたの

であった.なお，前期においてその総収入の約40%をし

めていた小作料収入は，この期においてもその額は一貫

して増大し構成比においても20%前後の位置をしめて

L 、た.

昭和期に入ると，起業費勘定からの支出により，その

収益差は増大，同 2年-7年の間に 676千円となり，支

出に対して108%にまで達している.こう した状況のも

とで，その収入の大部分は立木収入によるものとなり，

伐出益は10%以下に低下した.しかしその農地収入は

昭和4年に 34，222円とこの期のピークに達し，この期を

通じてほぼ10-15%台を維持している.また，その総支

出(または支出)に対する造林費の比重は，昭和期以降

ほぼ一貫して低下し 昭和2年-9年の総計では14%を

しめるにすぎなかった.

以上のように，大正期に成立した諸土地経営の総体と

しての北炭の山林経営は，昭和期に入ると，一方では森

林経営において伐出経営への傾斜を深めつつ，他方では

その農地経営を相対的に自立化させるなかで，天然林施

業を中心とする地主育林経営を志向していくのであっ

た.そして以上の事実が示すように，こうした巨大所有

のもとにおける，地主育林経営の資源造成にあっては，

その育林投資の長期性などは現実的には何ら問題とはな

りえなかったので、ある.

ともあれ，こうした山林経営の展開において，昭和初
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期に成立した地主育林経営は，経営的にも技術的にも，

一定の基礎をもつのであったり.

しかし，この基礎は戦時増産体制下における坑木需要

の拡大と価格の高騰を契機とする，資本(北炭本社)の

増伐要求のもとで急速に失なわれていった. このこと

を象徴的に示したのが，昭和10年より実施された「第 2

次施業案」であった.これは前案が「所要坑木の一部を

保続的に自給することを骨子j (向上 p.29) とするもの

であったのに対して r坑木ことに小丸太の自家供給ま

たは需給緩和j (同 p.41)を目的とするものであった.

そして，この施業案説明書は，これまでの社有林の施業

を 「従来其ノ重点、ヲ天然更新ニ置キ」と断定し r此ノ

方法=テハ細物松丸太ノ生産意ノ如クナラズj (向上 p.

42) と総括した上で r昭和1Q;年ヲ画期トシテ山林ノ取

扱ノ一部ヲ変更シ，此ノ細物松丸太ノ:生産自給ノ計画ノ

為メ，下ノ要領ニヨリ実行ヲ期セントスj (1司上)とし

ている.このような方針のもとに天然林施業は否定さ

れ，その森林経営は再びカラマツ単純林施業を志向する

こととなった.しかし，現実は次稿にみるように森林伐

採のみが先行して，その伐出生産部門が肥大化すること

となった.こうした本社資本の要求に加えて， 10年代後

半になると，戦時経済体制そのものの要求により「超増

伐が不可欠j (向上 p.66) となり，その結果 「もはや，

造林の余地はなくなったj (向上 p.61)のである.つま

り，その地主育林経営はこうした資本の要求のもとで基

盤を喪失したのみならず，育林経営それ自体が放棄され

たので、あった.こう してその森林経営はその諸事業を伐

出生産へ集中しつつ，伐出経営へと一元化することとな

っTこ.

こう した森林経営の転換のもとで，明治期以降その山

林経営の基底をなした農地経営も，その存立基盤がその

経営内においても財政的にも技術的にも狭|溢イじすること

となった.そして，昭和15年以降の農地解放(売払い)を

契機に縮小され，その小作農場は解体を志向することと

なる.以上のような展開のなかで，第 2期に成立した諸

経営の総体としての山林経営は解体し，これ以後はその

経営は，戦時国家独占資本主義体制のもとで，一路，伐

出経営へと収飲していくのであった.この過程の具体的

な分析は次号の課題である.

注 1)この原本は1957年に作成され 「社有林史J (造

林課)として(上)・(下)の二冊よりなるもので，北炭本

社(札幌)に所蔵されていた.これは，その内容からし
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て明らかに「北炭山林史」の草稿である. しかしこの

草稿では本稿で利用した「各山林別農地並小作戸数年度

別一覧表J (表 5-2， 5-6参照)及び「社有林経営

収支実績表J (表 5-4， 5-7， 5-8参照)など，そ

の出版に当って削除された資料が記載されている.

注 2)r北炭山林史J (p.137第63表)によれば，明治

33年頃の立木 1石当り単価は20銭前後であった. したが

って 1 万尺〆 =1.2万石につき25銭~30銭は過少に す

ぎる.おそらく 1尺〆につきの誤りであろう.明治

34~41年までの伐採量は約 120 万石であり ， 41年末まで

の投資額は約33万円であった.つまり実際は 1万尺〆に

対し 3，300円が支出されていたこととなる.なお，これ

は草稿の 「社有林史(下)Jにおいても 「銭」と記されて

L 、る.

注 3)三浦報告は，この「捲枯」について r目下ノ

状況，雑木ヲ利用、ン能ハザルコト，貸下当時ノ起業法ニ

依し 1時ニ比較的大面積ノ造林ヲナサザノレ可カラザル

ヲ以テ，経費ヲ要スル事大ナノレ故ニ止ムヲ得ズトスル

モ……」と指摘して r......以テ採用スベカラズノ法ト

ス」と断じている. ([ n )一<資料 2> p. 45~46参照)

氏の林業技術者としての見識を示す 1例である.

注 4)拙稿「北海道における森林経営の展開と林内殖

民制度J (谷口教授退官記念会編 r林業の経営と森林施

業J，北大図書刊行会， 1980年)参照

注 5)当時の木炭生産は原木 1石につき10貫俵 1俵が

生産された. (r北炭山林史Jp.14第66表の注 (2)参照)

注 6) この戦前期の「農地解放J (売払い)は r自作

農創設はなによりもまず小作争議対策であり， 争議当事

者たる個々の地主によって行われるが，やがてこれが国

家的規模での地主制の調整策となるに至 り，大地主を中

心として耕地，未開地の売却=売り逃げに広く 道が関か

れる」といった歴史的位置をもつものであった.(湯沢

誠，[1)稿 p.65の注 5)参照)

注 7) この半封建的土地所有に基礎をおく農地経営の

地主，小作関係が，当時の北海道においてその地主育林

経営の技術的基礎となったことについては，前掲(注4) 

の拙稿のm'Nおよび同稿の注30)，31)， 32)， 34)を参照し

また，こ うした技術的基礎を支えていた経済的基盤は，

半封建的土地所有から析出される低賃金労働力および立

木処分による伐出生産部門の高地代であった.このこと

は， 北海道のみならず，戦前期において，わが国森林経

営の中核であった地主育林経営の一般的な基礎であり，

基盤であった.(向上，拙稿注 (15)参照)なお，これに

関する国有林経営についての貴重な事例分析としては，

菊間満;r国有林経営における造林労働組織と委託 林 制

度一秋田営林局角館営林署管内における委託林制度を対

象にしてーJ (北大演研報第33巻第 1号，1976)および

同氏の「国有林野の地元利用と育林労働組織の展開構

造一委託林制度の史的分析 J (同上，第37巻第 1号，

1980)がある.

Summary 

1. Purpo唱eof Study 

The purpose of this study is in the analysis of 

the problem of land-ownership in the rnodern capita. 

lisrn of ]apan. 

2. Object of Study 

The object of this study is the land-ownership of 

HOKUTAN Co. which is one of the largest in ]apan 

and Hokkaido. 

3. Cornposition of this paper 

This study constructs 7 chapters. 

It was written 1~4 chapter the last papers. It is 

written 5 chapter in this paper and another will be 

printed in the next. 

1) Historical forrnation of land-ownership in 

]apan and Hokkaido. 

2) Foundation and historical developrnent at 

HOKUTAN Co. 
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3) The historical forrnation ofthe land-owner. 

ship in HOKUTAN Co. 

4) The base of historical developrnent in this 

land-owners-rnanagernent. 

5) Business at historical developrnent of it's 

land-owners rnanagernent. 

6) Surnrnarization 

7) Historical rnaterials for this study. 

4. Contents of this paper 

The auther analyzed the historical developrnent 

of in this landowners-rnanagenent. It was divided 3 

historical tirne stage before World War II as follows. 

(1) The自rststage (1898~1917) 

(2) The second stage (1918~1934) 

(3) The third stag巴 (1935~1950 )

1n this paper (1)~(2) stage is written and (3) stage 

will be printed in the next. 
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